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(57)【要約】
工作物表面を研磨するための表面処理装置は、研磨ディ
スクを動かすように構成された運動発生デバイス、安定
化手段、及び力制御デバイスを包含する。安定化手段及
び力制御デバイスは協働して、研磨ディスクと工作物表
面との間の接触力が設定レベルを上回るのを防止する。
一実施形態では、力制御デバイスは、最大力制御レベル
を有し、設定レベルは、最大力制御レベルよりも小さい
。一実施形態では、安定化手段は、固定部及び可動部を
有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　工作物表面を研磨するための表面処理装置であって、前記装置は、
　研磨ディスクを動かすように構成された運動発生デバイスと、
　安定化手段と、
　力制御デバイスと、を備え、前記安定化手段及び前記力制御デバイスは協働して、前記
研磨ディスクと前記工作物表面との間の接触力が設定レベルを上回るのを防止する、表面
処理装置。
【請求項２】
　前記力制御デバイスが前記設定レベルの力を加え、前記安定化手段が第２レベルの力を
加え、前記第２レベルは前記設定レベルを超える、請求項１に記載の表面処理装置。
【請求項３】
　前記力制御デバイスが最大力制御レベルを有し、前記設定レベルが、前記最大力制御レ
ベルよりも小さい、請求項１に記載の表面処理装置。
【請求項４】
　前記力制御デバイスがバネを備える、請求項１に記載の表面処理装置。
【請求項５】
　前記力制御デバイスが、発泡体、ゴム、又はネオプレンからなる群から選択される弾性
材料である、請求項１に記載の表面処理装置。
【請求項６】
　前記安定化手段が、前記研磨ディスクを包囲するハウジングを備える、請求項１に記載
の表面処理装置。
【請求項７】
　前記安定化手段が、
　固定部及び
　可動部を備える、請求項６に記載の表面処理装置。
【請求項８】
　前記安定化手段がバネを備える、請求項１に記載の表面処理装置。
【請求項９】
　研磨ディスクを更に備える、請求項１に記載の表面処理装置。
【請求項１０】
　前記設定レベルにて、前記安定化手段の底面及び前記研磨ディスクの両方が前記工作物
表面と接触する、請求項９に記載の表面処理装置。
【請求項１１】
　前記研磨ディスクの動きによって覆われた前記工作物の領域が、前記安定化手段内の領
域にほとんど等しい、請求項９に記載の表面処理装置。
【請求項１２】
　前記安定化手段が、前記運動発生デバイスに関して固定されている、請求項１に記載の
表面処理装置。
【請求項１３】
　タイマーを更に備える、請求項１に記載の表面処理装置。
【請求項１４】
　潤滑剤塗布手段を更に備える、請求項１に記載の表面処理装置。
【請求項１５】
　真空を更に備える、請求項１に記載の表面処理装置。
【請求項１６】
　投影光式標定機を更に含む、請求項１に記載の表面処理装置。
【請求項１７】
　前記投影光式標定機が、円形パターンを投影するように構成されている、請求項１６に
記載の表面処理装置。
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【請求項１８】
　前記装置が手持ち式ツールである、請求項１に記載の表面処理装置。
【請求項１９】
　動力源を更に備える、請求項１に記載の表面処理装置。
【請求項２０】
　前記動力が電池である、請求項１に記載の表面処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、表面処理ツールに関連する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車パネル及び他の表面の塗装及びコーティングプロセスは、典型的には、プライマ
ー、ベースコート、カラーコート、クリアーコート、及びシーラーを含む、多数のコート
を採用している。たとえ環境エアフィルターを用いても、塵、汚れ、糸くず、繊維、及び
他の粒子が一般に、仕上げの際に塗膜の間に埋め込まれ、それによって欠陥及び他の不完
全性を引き起こす。これらの不完全性は、一般に、周囲の表面と同じ水準になるようサン
ディングされる。
【０００３】
　現況技術の手持ち式サンダーを使用する熟練操作者は、適正量の力を適正時間にわたっ
て加え、適切な潤滑を使用しなければならない。サンディングのパラメーターが慎重に制
御されなければ、その結果は、補正不足又はサンディング過剰の箇所となることがある。
補正不足の箇所は、一般に残留物の欠陥を残し、より多くの作業が必要となる。サンディ
ング過剰の箇所は、もはや残りの表面と同じ水準ではなく、バフ研磨後も依然として認識
可能な低い箇所又は平坦な箇所をもたらすことがある。時には、操作者の過失の結果、単
に欠陥箇所のみならず、工作物全体の再サンディングと再仕上げを行わなければならなく
なる。更には、過度の圧力若しくは時間のかけすぎ、又は不適正な角度は研磨材料の摩耗
の増大又は摩耗の不均一を引き起こし、それによって取替えコストの増大及び時間がかか
る可能性がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許第３，８４９，９４９号
【特許文献２】米国特許第４，６０９，５８１号
【特許文献３】米国特許第４，６６０，３２９号
【特許文献４】米国特許第４，９２０，７０２号
【特許文献５】米国特許第５，３７７，４５５号
【特許文献６】米国特許第５，４５４，８４４号
【特許文献７】米国特許第６，２３１，６２９号
【特許文献８】米国特許第６，３１２，４８４号
【特許文献９】米国特許第６，９８８，９４１号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　それ故、所望の塗布のための適正な研磨パラメーターを自動的に示すよう設定すること
ができ、それによって経験の少ない操作者が所望の結果を達成することのできる手持ち式
ツールの必要性が依然として残っている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　工作物表面を研磨するための表面処理装置の一実施形態は、研磨ディスクを動かすよう
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に構成された運動発生デバイスと、安定化手段と、力制御デバイスと、を包含する。安定
化手段及び力制御デバイスは、協働して、研磨ディスクと工作物表面との間の接触力が設
定レベルを上回るのを防止する。一実施形態では、力制御デバイスが最大力制御レベルを
有し、設定レベルが最大力制御レベルよりも小さい。一実施形態では、安定化手段が、固
定部及び可動部を有する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本開示のツールの一実施形態の斜視図。
【図２】線２－２に沿って切り取った図１のツールの断面図。
【図３ａ】非係合位置にあるツールの研磨ヘッドの一実施形態の拡大断面図。
【図３ｂ】係合位置にあるツールの研磨ヘッドの拡大断面図。
【図４】潤滑剤の塗布及び除去のホースを有する、本開示のツールの実施形態の斜視図。
【図５ａ】オン／オフのスイッチを有し「オフ」位置にある、ツールの研磨ヘッドの一実
施形態の拡大断面図。
【図５ｂ】「オン」位置にある図５ａの研磨ヘッドの拡大断面図。
【図６ａ】投影光式欠陥標定機を有する、本開示のツールの実施形態の斜視図。
【図６ｂ】図６ａの研磨ヘッドの拡大断面図。
【０００８】
　上記の図面は本開示の幾つかの例示的実施形態を示すものの、他の実施形態も考えられ
る。本開示は、代表させるための本発明の例示的実施形態を示すが、制限されるものでは
ない。本開示の範囲及び主要な趣旨に含まれる多数の他の変更及び実施形態が、当業者に
よって考案されうる。図面は、原寸大ではない。
【０００９】
　更には、実施形態、構成要素、及び実施例は、表記「第１」、「第２」、「第３」等で
表されるものの、これらの説明は、参照の都合により与えらたものであり、優先順位を意
味するわけではないことを理解されたい。表記は、異なった実施形態間の区別を明瞭にす
るためだけのものである。
【００１０】
　更には、下、上、左、右、上方、下方等などの方向を示す用語は、単に記載を簡略化す
るために使用される。記載された機構は、いかなる仕方で配向されてもよいことを理解さ
れたい。
【００１１】
　特に指示がない限り、本明細書及び請求項において使用される形状、量、及び物理的性
質を表す全ての数字は、全ての場合において「約」という語句によって修正されるものと
して理解されるべきである。それ故に、特に異議を唱えない限り、記載した数字は、本明
細書にて開示した教示を使用した所望の性質に応じて変化することがある概算である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　研磨材は一般に、木、金属、プラスチック、並びに塗装及びコーティングされた表面な
どの材料表面を研削、サンディング、研磨、及び別の方法で処理するために使用される。
研磨物品としては、例えば、コーティングされた研磨材、ラッピングコーティングされた
研磨材、不織布研磨材、及びバフ研磨物品が挙げられる。これらの研磨物品は、ディスク
、シート、又は多角形の要素など、様々な形態であり得る。幾つかの実施形態では、研磨
材シートは、弾性材料のバックアップ支持パッドに固着されるか、又はバックアップ支持
パッドと一体的に形成される。更には、研磨物品は、任意に、塵及び残留物の摘出を補助
するための穴又はスリットを有してもよい。
【００１３】
　本開示のデバイスの一実施形態は、電気式、空気圧式、又は液圧式に動力を供給される
表面処理ツール若しくは研磨ツールである。用語「研磨」は、本明細書で使用するとき、
研削、サンディング、研磨、磨き仕上げ、又はリファイニングなど、相対運動中の接触表
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面間の摩擦接触による材料除去のあらゆる方法を包含する。ツールによって生じる相対運
動は、例えば、振動運動、直線運動、回転運動、軌道運動、又はランダム軌道運動であり
得る。
【００１４】
　回転式ツールは、単に固定軸線を中心として研磨ディスクを回転させるのみである。そ
の結果、ディスクが回転するたびに研磨面が同一の軌跡をたどるので、ディスクの研磨面
は、工作物表面内へより深い掻き傷を研磨することがある。この規則的な回転運動は、よ
り深い、よりきめの粗い切削を生じさせる可能性があり、これは、幾つかの用途では望ま
しいが、他の用途では望ましくないことがある。
【００１５】
　軌道運動式ツールは、研磨ディスクを旋回パターンで動かす。本開示の別タイプの研磨
装置は、ランダム軌道運動式ツールである。このタイプのツールは、回転及び軌道運動を
組み合わせ、工作物に関する研磨ディスクのランダム運動が得られる。研磨ディスクのラ
ンダム運動によって、より深い掻き傷の規則的なパターンが工作物表面に切り込まれる可
能性が低減するので、このような運動は望ましい。結果として、工作物表面上に、より微
細な仕上げを得ることができる。
【００１６】
　工作物を研磨する１つの方法には、研磨材を工作物に押圧しながら研磨物品を動かすこ
とが含まれる。研磨物品は一般に、工作物内又は工作物上の欠陥を平らにする、任意の切
削デバイスでもある。「研磨ディスク」とは、研磨物品が典型的には円形であることを意
味するが、本開示の精神及び範囲から逸脱することなく、他の形状（例えば、六角形、八
角形、又は帆立貝状など）を使用することができ、これらは用語「ディスク」に包含され
る。例えば、米国特許第４，９２０，７０２号（クロス（Kloss）ら）は一実施形態で、
概ね三角形の（a generality triangular）バックアップパッド及び振動する研磨ディス
クを有する可搬式ツールを開示する。
【００１７】
　図１は、本開示の表面処理装置１０の一実施形態の斜視図である。例示的実施形態では
、空気ツール１０は、ハンドル部分１２及び研磨ヘッド１４を包含する。例示的実施形態
では、ハンドル部分１２は、圧縮空気吸入口１５、吸入口調節バルブ１６、ハウジング１
８、バルブプラグ２０、キャップロック２２、キャップ２４、及び手動スロットルレバー
２６を包含する。研磨ヘッド１４は、バンド３４で角ハウジング３２に取付けられた安定
化手段２９を包含する。バンド３４は、キャップ３６で覆われたネジで結合される。安定
化手段２９は、可動部３０、固定部３１、及びバネ７６（図３ａ及び３ｂを参照）を包含
する。安定化手段２９は、連続的な円筒形のハウジング又は囲い板として示されているも
のの、他の形状又は非連続形体を使用してもよいことが考慮される。
【００１８】
　例示された実施形態では、ツール１０は空気式であり、空気圧縮機（図示せず）に接続
される。別の実施形態では、ツール１０は、液圧源又は電源などの異なる動力源に接続さ
れる。幾つかの実施形態では、ツール１０は、それ自体の動力源（電池など）を組み込ん
でおり、外部動力源への接続を必要としない。
【００１９】
　図２は、図１の線２－２に沿ったツール１０の断面図である。操作のために、吸入口１
５は、圧縮空気源（図示せず）などの動力源に取付けられる。バルブ１６は、効果的な吸
入口開口部を調節するために使用されてもよい。スロットルレバー２６は、バネピン３８
を中心として枢動可能である。スロットルレバー２６を押すと、スロットルバルブ４０が
上方移動し、バネ４２の圧縮が生じ、それによって空気調整器４４を通る空気流動が可能
になる。圧縮空気は、ギア４８と連結したロータ４６などの運動発生デバイスの回転を引
き起こして、ジャーナル軸受５２上のおよそ軸線Ａ－Ａにおけるシャフト５０の回転を生
じさせる。バルブ１６を通って流動する空気量を変えると、ロータ４６の速度が変化する
。研磨ヘッド１４の末端部には、研磨ディスク７２がある。ツール１０は、典型的には研
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磨ディスク７２を３，０００～２０，０００回転／分、更に典型的には７，５００～１０
，０００回転／分の速度で軌道運動させる。
【００２０】
　図３ａは、非係合位置にあるツール１０の研磨ヘッド１４の一実施形態の拡大断面図で
ある。更に詳細に示すように、研磨ヘッド１４の例示的実施形態は、ネジ５８で取付けら
れた平衡器５６を包含する。第２シャフト６０の軸線Ｂ－Ｂは、玉軸受６２及び６４とと
もに動く。軸線Ｂ－Ｂは、軸線Ａ－Ａ（図２を参照）に対して平行であるが、研磨ディス
ク７２の軌道運動中に軸線Ａ－Ａから離れていてもよい。例示的実施形態では、第２シャ
フト６０は、軸線Ａ－Ａの周りを旋回する。一実施形態では、軸線Ｂ－Ｂの軸線Ａ－Ａか
らの最大変位は、約１．５ｍｍである。
【００２１】
　平衡器５６は、軸線Ａ－Ａの周りの第２シャフト６０の旋回を生じさせるのに役立つ。
第２シャフト６０の回転の速度は、ツールに加えられる力の量、工作物の材料組成及びト
ポグラフィー、及び使用される研磨材などのパラメーターに依存する場合がある。例えば
、非常に小さい圧力の下では、第２シャフト６０は比較的速く旋回することがあるのに対
して、非常に大きい負荷の下では、第２シャフト６０が比較的にゆっくりと旋回すること
がある。
【００２２】
　一実施形態では、受け板６６は、ネジ６８で研磨ヘッド１４の末端部に取付けられる。
受け板６６は、典型的には力制御デバイス７４を取付けるための力制御デバイス取付け手
段７０を包含する。力制御デバイス７４は、多数の異なる方法で受け板６６に固着されて
もよい。例えば、感圧接着剤（ＰＳＡ）（例えば米国特許第３，８４９，９４９号（シュ
タインハウザー（Steinhauser））ら）を参照）、受け板上の多数のフック部分及び力制
御デバイス上の多数のループ部分などの相互係合締結具部材（例えば米国特許第４，６０
９，５８１号（オット（Ott）を参照）、及び共働する雄型及び雌型の締結具部材を使用
することができる。別の好適な取付けシステムは、同一出願人による米国特許第６，９８
８，９４１号、名称「研磨材バックアップパッド用の係合組立品（Engaging assembly fo
r abrasive back-up pad）」に開示されており、参考として本明細書に組み込まれる。例
示された実施形態では、バックアップパッド７３及び研磨ディスク７２は、順に力制御デ
バイス７４に取付けられる。
【００２３】
　例示された実施形態では、スカート２８は、角ハウジング３２及び受け板６６に取付け
られて、研磨ディスク７２の回転を防止し、それによって研磨ディスク７２の軌道運動を
生じさせる。別の実施形態では、スカート２８が省略されてもよく、そのときはツール１
０がランダム軌道運動を示すことになる。ランダム軌道運動ツールの一般的な操作原理は
、同一出願人による米国特許第５，３７７，４５５号、名称「自動ランダム軌道運動研磨
システム及び方法（Aumated random orbital abrading system and method）及び同第４
，６６０，３２９号、名称「動力付き研磨ツール（Poweredl）」に更に記載されており、
その両方の内容が参考として本明細書に組み込まれる。本開示の教示を使用したツールは
、回転運動、直線運動、又は振動運動など、他のタイプの運動も使用してもよいことが考
慮される。
【００２４】
　図３ａは、非係合位置にあるツール１０を示す。この位置では、安定化手段２９のバネ
７６は弛緩している。安定化手段２９の可動部３０の底面は、研磨ディスク７２の下方に
延在している。図３ｂは、係合位置にあるツール１０の研磨ヘッド１４の拡大断面図であ
る。この位置が実現されるのは、ツールの操作者が安定化手段２９の可動部３０を工作物
表面７８に押し付け、それによってバネ７６を圧縮させて、研磨ディスク７２を工作物表
面７８と接触させるときである。安定化手段２９において、可動部３０及び固定部３１が
、ピンの使用などの手段によって滑動可能に接続されている。
【００２５】
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　例示されるように、力制御デバイス７４は、安定化手段２９と協働するようにバネで機
械的に調整されている。たとえ操作者が必要以上の圧力を加えたとしても、安定化手段２
９及び力制御デバイス７４は、その構造によって、研磨ディスク７２を過度の力で工作物
表面７８と接触させないように構築されている。それ故、安定化手段２９及び力制御デバ
イス７４は協働して、研磨ディスク７２と工作物表面７８との間の接触力が設定レベルを
上回るのを防止する。一実施形態では、力制御デバイス７４は、最大力制御レベルを有し
、設定レベルは、最大力制御レベルよりも小さい。
【００２６】
　幾つかの実施形態では、安定化手段のバネは、力制御デバイスを超える力を加える。例
示的実施形態では、安定化手段のバネは、設定レベルに等しい約２２．２Ｎ（５ポンドの
力）を加えてもよく、一方で、力制御デバイスのバネは、約１３．３Ｎ（３ポンドの力）
を加えてもよい。この構成によって、研磨ディスクと工作物表面との間の全面的な接触（
即ち、研磨ディスクのかなりの部分が工作物と接触すること）を確実にし、また、たとえ
安定化手段のバネが完全に圧縮されていなくても、所望の圧力（即ち、「設定レベル」）
が工作物表面に伝達されるのを確実にする。
【００２７】
　別の実施形態では、安定化手段のバネは、力制御デバイスに等しいか、又は力制御デバ
イスを超える力を加える。図３ｂは、力制御デバイスを超える力を示す、安定化手段のバ
ネを有する例示的実施形態を示している。図３ｂに示した係合位置においては、バネ７６
は、完全に圧縮されており、一方で、力制御デバイス７４のバネは、幾分か圧縮されるが
完全には圧縮されていない。バネ７６が完全に圧縮された地点において、追加の力が操作
者によって加えられても、研磨ディスク７２と工作物表面７８との間の境界面に伝達する
ことはできない。それ故、安定化手段２９及び力制御デバイス７４は協働して、研磨ディ
スク７２と工作物表面７８との間の接触力がそのレベルを上回るのを防止する。
【００２８】
　幾つかの実施形態では、安定化手段は、ツールに関して固定され、バネを備えていない
。使用していないとき、力制御デバイスは研磨ディスクが安定化手段を越えて延びるよう
に位置付けられる。使用中においては、固定された安定化手段は、力制御デバイスのバネ
（又は他の力制御手段）が完全に圧縮されるのを防止し、いかなる追加の力が操作者によ
って加えられても、研磨ディスクと工作物表面との間の境界面に伝達できないようになっ
ている。
【００２９】
　例示的実施形態では、力制御デバイス７４が、一定のばね定数を有するバネを包含する
。他の実施形態では、力制御デバイス７４は、発泡体、ゴム、ネオプレン、又は弾力特性
を有する他の材料から形成されてもよい。例示された実施形態は、機械的に調整された力
制御デバイス７４を包含するものの、力制御デバイスは、例えば空気圧抵抗を使用して空
気圧式に調整するか、又は、オイルバルブを使用して液圧式に調整することもできること
が考慮される。
【００３０】
　一実施形態では、安定化手段２９は、研磨ディスク７２を包囲する２部からなる円筒形
ハウジングを備える例示的実施形態では、安定化手段２９は、ツール１０の傾き及び工作
物表面７８への研磨ディスク７２の不均一な適用を防止する。代表的な実施形態では、安
定化手段２９は、それ自体は工作物表面７８に掻き傷ないしは別の方法で損傷を与えない
、ゴム又はプラスチックなどの材料で作製される。安定化手段２９の例示された機構は、
バネ７６で設定レベルに機械的に調整されるものの、安定化手段２９が、例えば空気圧式
に又は液圧式に制御されるデバイスであってもよいことも考慮される。
【００３１】
　例示された実施形態は、力制御デバイス７４に取付けられたバックアップパッド７３、
及びバックアップパッド７３に順に取付けられた研磨ディスク７２を包含する。取付けの
形態は、力制御取付け手段７０に関して記載されたものと同一であるか、又は異なり得る
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。
【００３２】
　バックアップパッド７３は、圧縮可能な弾性の材料から構成されてもよく、例えば、所
望の硬さ、適合性、及び他の特性に応じて、ビニル、布、開放気泡又は独立気泡ポリマー
フォーム（柔軟な独立気泡ネオプレンフォーム、開放気泡ポリエステルフォーム、ポリウ
レタンフォーム、網目状又は非網状スラブストックフォームなど）などの発泡体、ゴム、
又は多孔質熱可塑性ポリマーが挙げられるが、これらに限定されない。典型的なポリウレ
タン系フォームとしては、トルエンジイソシアネート（ＴＤＩ）系フォーム及びメチレン
ジ（又はビス）フェニルジイソシアネート（ＭＤＩ）系フォームが挙げられる。より柔軟
であり、及び／又はより厚いバックアップパッド７３は、より微細な仕上げ及び表面の曲
線又は工作物表面７８の不ぞろいに対してより良好な適合を生じさせることができる。別
の実施形態では、バックアップパッド７３が除外されてもよく、研磨ディスク７２が力制
御デバイス７４に直接的に取付けられてもよい。
【００３３】
　研磨ディスク７２のための好適な例示的研磨物品は、同一出願人による米国特許第６，
２３１，６２９号の名称「ガラス上の透明な表面仕上げを提供するための研磨物品（Abra
sive article for providing a clear surface finish on glass）」、同第６，３１２，
４８４号、名称「不織研磨物品及びその作製方法（Nonwoven abrasive articles and met
hod of preparing same）」、及び同第５，４５４，８４４号、名称「研磨物品、その製
造方法、及び工作物表面を仕上げるためのその使用方法（Abrasive article, a process 
of making same, and a method of using saminish a workpiece sure）」に開示されて
おり、全てが参考として本明細書に組み込まれる。の好適な研磨ディスクは、スリーエム
・カンパニー（3M Company）（ミネソタ州セントポール（St. Paul））から販売名「トラ
イザクト（Trizact）」及び「フィネッセ・イット（Finesse-it）」で市販される。
【００３４】
　幾つかの用途では、サンディングした箇所がその後のバフ研磨をあまり必要としないよ
うに、小さな研磨ディスク７２を使用するのが望ましい。施形態では、研磨ディスク７２
は、直径１２．７ｍｍ（０．５インチ）～２５．４ｍｍ（１．０インチ）をする円形又は
帆立貝状縁部のディスクである。
【００３５】
　図４は、潤滑剤の塗布及び除去のためのホースを包含する、本開示のツールの実施形態
の斜視図である。一実施形態では、ツール１０は、潤滑剤塗布ホース８０及び真空ホース
８２を包含する。潤滑剤塗布ホース８０は、適正な量のサンディング潤滑剤、例えば水を
塗布して、研磨ディスク７２が工作物表面７８からの研磨済み材料で山積みになるのを防
ぐ。山積みになった研磨表面は効果が低いため、これは望ましいのである。一実施形態で
は、安定化手段２９に圧力が加えられるとき、潤滑剤塗布デバイスは、研磨表面７２又は
工作物表面７８に潤滑剤を塗布する。
【００３６】
　例示された実施形態は、研磨中又は研磨後に研磨残留物及び／又は潤滑剤を除去するた
めに、吸引又は真空ホース８２を通じて作用する真空デバイスを包含する。このような残
留物又は潤滑剤が除去されなければ、その後に使用されるバフ研磨パッドを汚す可能性が
あり、それによってバフ研磨プロセス中に不必要な掻き傷を潜在的に生じさせる。
【００３７】
　図５ａは、オン／オフのスイッチ８４を包含する、「オフ」位置にあるツールの研磨ヘ
ッドの一実施形態の拡大断面図である。図５ｂは、「オン」位置にある図５ａの研磨ヘッ
ドの拡大断面図である。ツール１０の操作を制御するために、スイッチ８４が、スロット
ルレバー２６に加えて、又はスロットルレバー２６の代わりに使用されてもよい。図５ａ
に例示された「オフ」位置では、スイッチ８４は、バネ７６の上方で休止しており、スイ
ッチ８４のピン８３は、安定化手段２９の静止部分３１の凹部８５から外れている。（図
５ｂに示すように）ツールの操作者が安定化手段２９の可動部３１を工作物表面７８に押
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８５に押し込む。図５ｂの「オン」位置では、スイッチ８４のピン８３は、凹部８５内に
完全に挿入されており、それによってスイッチ８４を活性化して研磨ディスク７２を動か
す。
【００３８】
　一実施形態では、研磨ディスク７２は、スイッチ８４が活性化されている間は動く。別
の実施形態では、スイッチ８４は、研磨ディスク７２を指定された時間、例えば約３秒間
にわたって自動的に操作し動くタイマー、コンピュータ、又は他の処理装置に接続される
。更に多くの操作者の制御が望ましい場合は、代わりに表示灯又は可聴ブザーを使用して
、指定された時間が経過したことを操作者に警告することができる。
【００３９】
　例示的実施形態では、安定化手段２９の可動部３０は、欠陥標定機としても働く。可動
部３０を用いて工作物表面７８上の欠陥を包囲することで、操作者は確信を持って欠陥を
処理することができる。例示的実施形態では、可動部３０は透明な材料から形成されてお
り、これにより、操作者は可動部３０を透かし見て、研磨されるべき領域内に工作物の欠
陥があることを確認することができる。
【００４０】
　単に回転運動に関する場合は、研磨ディスク７２の領域は、可動部３０内の領域とほぼ
同じであってもよい。軌道運動、ランダム軌道運動、又は他の運動に関する場合、研磨デ
ィスク７２の領域は、可動部３０内の領域より小さくてもよい。他の実施形態では、欠陥
標定機は例えば、工作物表面７８上に投影される光又はレーザー画像の形態で提供されて
もよい。
【００４１】
　図６ａは投影光式欠陥標定機８６を包含する、本開示のツール１０の実施形態の斜視図
である。図６ｂは、図６ａの研磨ヘッド１４の拡大断面図である。例示された実施形態で
は、欠陥標定機８６は、安定化手段２９に取付けられる。欠陥標定機８６は、可視光線パ
ターン８８を工作物表面７８上に投影する。別の実施形態では、可視光線パターン８８は
、安定化手段２９の可動部３０内部から投影される。可視光線パターン８８の内の欠陥９
０を位置付けすることにより、操作者は、確信を持って欠陥９０を研磨ディスク７２で研
磨することができる。可視光線パターン８８は、的又は交差する十字線など、他の形状を
有することもできる。
【００４２】
　本明細書で参照又は引用される全ての特許、特許出願、仮出願、及び公報は、本明細書
が明白に教示することと矛盾をしない範囲で、全ての図及び表を包含するその全てが参照
として組み込まれる。
【００４３】
　本明細書に記載される実施例及び実施形態は、単に例示することが目的であり、その種
々の変更又は変形が当業者に提示され、本出願の精神及び範囲内に包含されることを理解
されるべきである。例えば、ツール１０は、角度付きツールとして例示されているものの
、ツール１０は手持ち式ツールであってもよいこともまた考慮される。加えて、ツール１
０は、幾つかの実施形態では手持ち式ツールとして記載されているものの、ツール１０は
、ロボット式に、ないしは別の方法で自動的に操作されてもよいこともまた考慮される。
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